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兵庫県告示第476号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医

療を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定医療機関 

名 称 所在地 指定年月日 

ウエルシア薬局明石大久保店 明石市大久保町福田２―７―７ 平成26年７月１日 

ウエルシア薬局ＣＯＭＢＯＸ明舞店 同 市松が丘２―３―３ ＣＯＭＢＯＸ明舞２Ｆ 同 
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訪問看護ステーション明石リハ 同 市西明石西町２―17―30 平成27年２月１日 

さかねクリニック 同 市松が丘２―３―３ コムボックス明舞３Ｆ 同 年４月１日 

雅の里リハビリ訪問看護ステーション 同 市魚住町中尾605―１ パティオ明石１Ｆ 同 

さくら歯科医院 同 市大久保町茜２―13―18 同 

あかね訪問看護・リハビリセンター 洲本市上加茂111 岸本ビル２Ｆ 同 

かなやま歯科医院 伊丹市北伊丹８―251―１ ルミエール北伊丹２Ｆ 同 

みどり薬局赤穂店 赤穂市尾崎3154―63 同 

宝塚市立休日応急診療所 宝塚市小浜４―４―１ 同 

木村メディカルクリニック 川西市小花１―６―18 Ｎ＆Ｈビル２階 平成27年４月10日 

あきた皮フ科クリニック 南あわじ市市小井字川西451―55   同  月１日 

アピス薬局猪名川店 川辺郡猪名川町広根字奥ノ谷５外５筆 平成27年３月１日 

小田歯科医院 加古郡稲美町国岡２―12―13 平成26年７月１日 

幸生堂薬局 佐用郡佐用町久崎49―４ 平成27年４月１日 

 

 

兵庫県告示第477号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、

次の指定医療機関から名称等の変更、廃止及び休止の届出があった。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 変更内容 

西明石クリニック 明石市西明石南町２―10―５ 医療機関名称 

田中大也整形外科 宝塚市山本東３―14―６ 住所表示 

わたなべメンタルクリニック 川西市中央町３―６ 医療機関名称 

オリーブ小野訪問看護ステーション 小野市天神町973 同  上 

医療法人社団順心会順心淡路病院 淡路市大町下66―1 同  上 

２ 廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

さかねクリニック 明石市松が丘２―３―３ コムボックス明舞３Ｆ 

三崎医院 洲本市栄町２―２―２ 

かなやま歯科医院 伊丹市北伊丹８―251―１ ルミエール北伊丹２階 

薬局サカエファーマシー 宝塚市栄町１―１―19 西村ビル１階 

宝塚市立休日応急診療所 同 市東洋町１―３ 
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ありす眼科 川西市栄町25―１ アステ川西３階 

あきた皮フ科クリニック 南あわじ市市小井字川西451―55 

かえで薬局 加東市家原85―１ 

幸生堂薬局 佐用郡佐用町久崎49―４ 

３ 休止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

まどか園訪問看護ステーション 宍粟市一宮町福知1030―１ 

 

 

兵庫県告示第478号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

り、次の指定医療機関から辞退の届出があった。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

辞退の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

そよかぜ診療所 朝来市山東町矢名瀬町847 

 

 

兵庫県告示第479号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定

により、居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防

支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 指定年月日 

平崎内科循環器科クリ

ニック 

明石市魚住町錦が丘４

―７―２ 中西駅前ビ

ル３Ｆ 

医療法人社団誠智会 

明石市魚住町錦が丘４

―７―２ 中西駅前ビ

ル３Ｆ 

平成27年３月１日 

あすなろサポート 洲本市下内膳163―２ 
一般社団法人あすなろ

サポートセンター 
洲本市下内膳163―２ 同  月16日 

芦屋市東山手地域包括

支援センター 

芦屋市朝日ヶ丘町39―

20 
社会福祉法人聖徳園 

大阪府枚方市香里ヶ丘

４―17―１ 
平成27年４月１日 

山本光栄薬局 伊丹市大野２―９ 山 本 孝 江 伊丹市小野２―９ 同 年２月９日 

フロンティア薬局西伊

丹店 
同 市行基町３―１ 株式会社フロンティア 

大阪市淀川区宮原３―

５―36 
同 年４月１日 
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デイサービスセンター

こはく 

西脇市黒田庄町大門39

―１ 
株式会社たかた 

西脇市黒田庄町大門39

―１ 
平成26年９月16日 

みずの歯科 
宝塚市中州１―２―24

―106 
水 野 浩 明 

西宮市甲陽園東山町６

―28―301 
平成27年２月１日 

デイサービス紫陽花 
朝来市和田山町秋葉台

２―39 
株式会社芳紀 

朝来市和田山町高生田

133―４ 
同 年３月23日 

ほほえみ居宅介護支援

事業所 
淡路市久留麻28―41 社会福祉法人千鳥会 淡路市大町畑597―４ 同  月１日 

 

 

兵庫県告示第480号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定介護機関から名称等の変更及び廃止の届出があった。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 変更内容 

西明石クリニック 
明石市西明石南町２―

10―５ 
医療法人社団橘医会 

明石市西明石南町２―

10―５ 
事業者名称 

社会福祉法人聖隷福祉

事業団聖隷デイサービ

スセンター結い 

宝塚市野上６―５―９ 
社会福祉法人聖隷福祉

事業団 

浜松市中区住吉２―12

―12 
所在地 

デイサービスこころ川

西南 
川西市加茂１―14―18 株式会社ケアマインド 

川西市大和西５―24―

２ 
事業者名称・所在地 

オリーブ小野訪問看護

ステーション 
小野市天神町973 医療法人社団栄宏会 

小野市復井町字中ノ池

1723―２ 
事業者名称 

ケアサービスアサヒ 
南あわじ市広田広田373

―３ 
株式会社旭木工 徳島市東沖洲２―７ 所在地 

淡路白寿苑居宅介護支

援センター 
淡路市大町畑584―６ 医療法人社団順心会 

加古川市別府町別府865

―１ 
事業者名称 

介護老人保健施設淡路

白寿苑 
同  上 同  上 同  上 同  上 

順心淡路病院 淡路市大町下66―１ 同  上 同  上 同  上 

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 

居宅介護支援事業所ふれん

ど明石 
明石市樽屋町20―１ 有限会社みらい 明石市樽屋町20―１ 

生活協同組合コープこうべ

デイサービス上ノ丸 
同 市上ノ丸３―12―２ 生活協同組合コープこうべ 

神戸市東灘区住吉本町１―

３―19 
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メディケアシステム訪問看

護リハビリセンター伊丹 

伊丹市桜ヶ丘１―４―23 

児島マンション101 
株式会社プライムワン 尼崎市立花町１―23―26 

かなやま歯科医院 
同 市北伊丹８―251―１ 

ルミエール北伊丹２階 
金 山 徳 和 宝塚市中山桜台２―20―10 

薬局サカエファーマシー 
宝塚市栄町１―１―19 西

村ビル１階 
後 藤 高 壽 同 市中山寺３―５―12 

かおりの丘居宅介護支援セ

ンター 
淡路市高山字岡甲430―３ 社会福祉法人幸仁会 淡路市高山字岡甲430―３ 

 

 

兵庫県告示第481号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項の規定により、施術を担当する者を次のとおり指定した。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定施術者 

施術所名称 所在地 施術者 住 所 指定年月日 

すぎおか鍼灸接

骨院 
明石市魚住町西岡323―１ 杉 岡 優 希 明石市魚住町西岡323―１ 平成27年４月13日 

本田接骨院 相生市大島町２―23 本 田 雅 彦 相生市大島町２―23 同 年３月19日 

同  上 同  上 荒 木 朋 子 同 市那波野２―17―16 同 

マッサージ・はり

治療院あんしん

福 

宝塚市売布４―１―12 メゾ

ンドムール 
寺 本   泉 

宝塚市清荒神１―３―15―１

―702 
平成27年４月１日 

武川鍼灸整骨院 三木市末広１―11―４ 武 川 正 宏 三木市末広１―11―４ 同 年３月１日 

同  上 同  上 武 川 暢 宏 同  上 同 

 

 

兵庫県告示第482号  

 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第27条第２項の規定により、次のとおり兵庫県医師国民健康保険組

合の規約の変更を認可した。  

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 変更事項 

組合の地区 

次の地区を追加する。 

徳島県徳島市 

２ 認可年月日 

平成27年５月20日 

 

兵庫県告示第483号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする予定である。 
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  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 保安林予定森林の所在場所 

  佐用郡佐用町本郷字寺谷283の４、283の11、283の12、283の14から283の21まで、283の23、283の28から283

の34まで、283の36から283の46まで、283の48から283の53まで 

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    字寺谷283の12・283の14・283の18・283の20・283の28・283の30（以上６筆について次の図に示す部

分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、西播磨県民局光都農林振興事務所及び佐用郡佐用町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第484号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

宍粟市一宮町福野字西ヨコズミ42の３ 

２ 保安林として指定された目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、西播磨県民局

光都農林振興事務所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第485号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指

定する。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定する区域 

  川西市火打１丁目46番３、53番３、53番４、150番１及び150番２並びに、川西市火打１丁目46番２、47番、

48番、50番、52番１、52番２、53番２、54番、64番、67番、68番、70番１、71番、72番、73番１、73番２、
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74番、75番、76番、77番、78番、80番、81番、82番、83番、84番、85番１、143番、144番、147番、148番、

152番、153番及び154番の一部 

２ 特定有害物質の名称 

  六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 

 

兵庫県告示第486号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、尼崎市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成27年６月11日から同年７月31日まで 

３ 作業地域 

尼崎市尾浜町１丁目 

 

兵庫県告示第487号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西宮市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 作業種類 

  ア ３級基準点測量（No.786（10A71）790（0564）再設置） 

  イ ３級基準点測量（No.0792（20B18）及びNo.0793（20B19）再設置） 

 (2) 作業期間 

  ア 平成27年２月５日から同年３月31日まで 

  イ 平成27年３月25日から同月31日まで 

 (3) 作業地域 

  ア 西宮市門前町 

  イ 西宮市柳本町ほか 

２(1) 作業種類 

   公共測量（確定測量） 

 (2) 作業期間 

   平成25年７月10日から平成27年３月31日まで 

 (3) 作業地域 

   西宮市中島町 

 

兵庫県告示第488号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、西播磨県民局光都土木事務所及び佐用町役場に備え置いて縦覧に供する。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地     番 
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西 下 野 (１) 佐 用 郡 佐 用 町 西 下 野 上 田 

垣 内   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段 

 

 

 

 

下 田 

 

 

 

 

 

708番の一部、709番、710番の一部 

746番１の一部、746番２の一部、746番４の

一部、747番２の一部、747番４の一部、748

番、749番の一部、749番１、773番２の一部、

777番の一部、778番の一部、779番、780番

から782番までの各一部、783番１の一部、

783番２の一部、797番の一部、799番から801

番までの各一部、748番から777番に至る地

先の道路敷の一部、777番から778番に至る

地先の道路敷の一部、781番地先の道路敷の

一部、748番から777番に至る地先の水路敷

の一部、777番から778番に至る地先の水路

敷の一部 

806番の一部、870番15の一部、917番の一部、

927番の一部、929番の一部、938番の一部、

939番、941番、942番１の一部、946番の一

部、947番の一部、946番地先の道路敷の一

部 

952番、953番、953番１、954番、955番の一

部、956番１、956番２の一部、976番の一部、

977番の一部、979番から983番までの各一

部、984番、985番の一部、986番の一部、987

番、988番の一部、989番の一部、983番から

988番に至る地先の道路敷の一部、979番か

ら981番に至る地先の道路敷の一部 

 

 

兵庫県告示第489号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第１課において縦覧に供する。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ26但馬位置

0005号 
27.5.19 

豊岡市宮島字上柳255番１の一部、276番の一

部、276番地先里道、276番地先水路 

4.20 

4.27 

18.19 

12.81 

第Ｈ26但馬位置

0006号 
27.5.19 豊岡市高屋字八坂通996番の一部 4.10 28.77 

 
 

公 告 

 

公告対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の２第１項の規定により、次のとおり公告対象区域内における同

一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定をした。 

  平成27年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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認 定 番 号 
認定年月日 

(平成年月日) 
一団地の区域 

第Ｈ 27中播団連

0001号 
27.5.20 

相生市若狭野町若狭野字芋谷234番20、234番21 

同 市若狭野町若狭野字コウケ235番１、235番14の一部、235番

16、235番24から235番26まで、235番40から235番43まで、235番

47、235番48、235番70、235番72から235番74まで 

 
 

病 院 局 公 告 

 

随意契約の相手方等の公示 

 ＷＴΟに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の随意契約の相手方等について、次のとおり公示

する。 

  平成27年６月２日 

兵庫県病院事業 契約担当者         

兵庫県病院事業管理者 西 村 隆一郎  

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 

  小児がんに重点を置いた陽子線治療施設整備事業に係る陽子線治療装置の製造据付工事請負 

２ 契約に関する事務を担当する課又は名称及び所在地 

  兵庫県病院局企画課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成27年３月30日 

４ 随意契約の相手方の名称及び住所 

  三菱電機株式会社関西支社兵庫支店 神戸市中央区浪花町59番 

５ 随意契約に係る契約金額 

  3,936,600,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約をした理由 

  政府調達に関する協定第13条第１項(b)による。 
 

警 察 本 部 公 告 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成27年６月２日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 井 上 剛 志  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

  ア 男性警察官用冬合ワイシャツ 4,762着 

  イ 男性警察官用短靴（紐有） 2,856足  

(2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

  ア 男性警察官用冬合ワイシャツ 平成27年９月25日（金） 

    イ 男性警察官用短靴（紐有） 平成27年10月30日（金）ただし、214足については平成27年９月25日（金） 

(4) 納入場所 

  ア 男性警察官用冬合ワイシャツ 兵庫県警察本部長が指定する場所 

  イ 男性警察官用短靴（紐有）          同上 
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(5) 入札方法 

   上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格(登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込み期間中に出納局管理課へ申請し、入札の日時ま

でに物品関係入札参加資格者として認定されたものであること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225

号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団及び第３号に規定する暴

力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力

団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所 

   〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号  

兵庫県警察本部総務部装備課 担当 岡山 

         電話（078）341－7441 内線2333   

(2)  入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間、入札説明書の交付期間 

   平成27年６月２日（火）から同月16日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

   午前10時から午後５時まで 

(3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成27年７月17日（金）午後１時30分 兵庫県警察本部 １階101会議室 

(4)  入札書の提出期限 

上記(3)の入札･開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成27年

７月16日（木）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

   契約希望金額の100分の５以上の額の入札保証金を平成27年７月15日（水）午後５時までに納入しなけれ

ばならない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、

その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

(3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証

金に代えて提出すること。 

(4) 入札者に要求される義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入できるこ

とを証明する書類並びに説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあって

は、当該物品が説明書で示した物品と同等であることを証明する資料及び製品の見本等を平成27年６月

23日（火）までに提出すること。 
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  イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到着していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年７月24日）まであること。               

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となったもの以外の者 

(6)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

(7) 契約書の作成の要否 

   要作成 

(8)  落札者の決定方法 

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行ったものを落札者とする。 

(9)   その他 

詳細は、入札説明書による。 

５  Summary for the notice of general competitive tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

   Takeshi Inoue, Director of Hyogo Prefectural Police H.Q. 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

    ①  4,762 male police officer spring autumn winter shirts 

  ② 2,856 male police officer shoes 

(3) Delivery period: 

   ①  September 25, 2015 male police officer spring autumn winter shirts 

   ②  October 30, 2015 (but 214 shoes September 25, 2015) male police officer shoes 

(4) Delivery place: 

      The designated place by Director of Hyogo Prefectural Police H.Q. 

(5) Deadline for the submission of tender application forms: 

    17:00 June 16, 2015 

(6) Deadline for tender: 

     13:30 July 17, 2015 

 (7) Person to contact concerning the notice: 

Mr.0kayama, Equipment Division, Hyogo Prefectural Police H.Q.  

      5-4-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8510 

     Tel (078)341-7441 Ext. 2333 

27企 P1-001 A4 


